
　平成19年度に策定した「藤岡市耐震改修促
進計画」を改訂します。この計画は、建築物
の耐震改修の促進に関する法律に基づき、市
内の建築物の地震に対する安全性の向上を計
画的に促進するものです。
　素案がまとまりましたので、パブリックコ
メント手続きにより意見を募集します。
日時　平成29年１月４日㈬～２月３日㈮午前
８時30分～午後 5時 15分（土・日曜日、祝日
を除く）
閲覧場所　市役所市政情報コーナー、鬼石総
合支所地域振興課、市ホームページ
意見を提出できる人　市内在住・在勤・在学
の人、市内に事務所・事業所を有する法人・
個人、その他利害関係を有する人
その他　提出された意見を考慮し「藤岡市耐
震改修促進計画」を改訂します。意見の概要
とその意見に対する市の考え方は、個人情報
を除いて公開します。なお個々の意見に直接
回答はしません
提出期間　１月４日㈬～２月３日㈮（必着）
 提出方法　任意の様式に意見・住所・氏名を
記入して、直接もしくは郵便・ファクス・メー
ルのいずれかの方法で建築課（〒375-8601
（住所記載不要）市役所建築課・　㉒6444・
　 kenchiku2@city.fujioka.gunma.jp）へ
問い合わせ　建築課（☎402827）

藤岡市耐震改修促進計画（案）への
　　　　　   意見を募集します
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【地方自治】

新井　利明
（63歳・上大塚）
　平成 14 年に藤岡
市長就任以来、まち
づくりと市政の発展
に努める。

【福祉】

富沢　勇 さん
（84歳・藤岡）

　県老人クラブ連合
会理事、副理事長を
歴任し連合会の発展
に貢献。

梅澤　徹 さん
（69歳・藤岡）
　商工会議所会頭と
して、また市諮問機
関委員などを多数歴
任し市政伸展に貢献。
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中里　正己 さん
（61歳・小林）
　20年にわたり消防
団員（うち２年は分
団長）を務め、地域
の安全に尽力。

群馬県功労者表彰
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瑞宝双光章
【警察功労】

宮澤　巧 さん
（71歳・白石）
　42年間にわたり
警察官として、地域
の安全・安心に尽力。

清水　太郎 さん
（74歳・鮎川）
　12 年間にわたり
人権擁護委員として、
人権尊重思想の普及
に尽力。

井上　武仕 さん
（87歳・岡之郷）
　現藤岡市文化協会顧
問。多数の展示会な
どを企画し、市の文化
レベル向上に貢献。

藤岡市功労者表彰

【農業】

竹越　正博 さん
（69歳・藤岡）
　現県食糧集荷協同
組合理事長。県産米
麦の集荷と検査に多
大な貢献。
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法務大臣表彰 危険業務従事者叙勲

群馬県功労者表彰

群馬県文化奨励賞

■QRコードを読み込むと市ホームページで関連情報がご覧になれます


